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かつてこの地を統べた護佐丸は、 太平洋からの「 あがいてぃーだ」 を見つめ、 中城の未

来に思いを馳せていたのではないでしょ う か。  

中城村には豊かな自然、 世界遺産の中城城跡をはじめとする歴史文化遺産、 そして、 い

きいきと暮らす村民の笑顔に支えられた日常の風景など、 豊かな景観が数多く あり ます。 

これらの豊かな中城村の景観を保全・ 創出し、 すべての村民が心豊かに暮らし、 とよむ

中城を実感することができるまちにするため、 この度、 良好な景観形成の指針となる「 中

城村景観計画」 を策定しました。  

連綿と続く 本村の歴史の中で育まれたこれらの景観は、すべての村民にとっての共有財

産です。 そして、 先人たちが創り上げ受け継いできたこの景観を、 将来の世代に確実に継

承し、 その魅力を生かしながら、 地域やまちの活力を高めるために新たな景観を描く こと

は、 私たち村民一人一人に課せられた大きな責務であります。  

しかし、形だけの景観整備や行政による一方的な規制だけでは、良好な景観形成は実現

しません。「 村民」、「 事業者」、「 行政」 がそれぞれの役割のもと、 未来に思いを馳せ、 協

働による景観づく りに取り組むことが大切です。 そして、 将来の世代に、 誇りと責任を持

って繋いでいく ことのできる景観づく り を進めていきたいと考えております。  

最後に、 本計画策定にご尽力いただきました中城村景観計画策定委員会の委員の皆様、

貴重なご意見やご提言をいただきました村民の皆様や関係者の皆様に心より感謝を申し

上げます。  

 

平成２ ７ 年４ 月 

中城村長   浜田 京介 
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こ の半世紀、 我が国においては、 高度経済成長を背景に便利で物資にあふれた高い生活水準

を実現し てき た反面、多く の地域性、豊かな景観が損なわれてき まし た。沖縄県内においても 、

大規模な開発や宅地のスプロールによっ て、 多く の自然環境や農地、 古く から の伝統的集落が

失われてき まし た。 市街地においては、 様々な形態、 色彩の建物が地域の歴史文化と の調和を

無視し て立地するなどし た結果、 多く の市街地が緑を失い、 周辺環境と 全く 調和し ない建築物

や、 張り 巡ら さ れた電線と 氾濫する広告看板によっ て構成さ れた街に変貌し ていき まし た。  

また、 産業の基盤であっ た農業が衰退傾向にあり 、 良好な農村景観を保全し ていく こ と が難

し く なり つつある現状も あり ます。  

し かし 近年、 社会が成熟化すると と も に人々の価値観は、 経済重視から 人間重視の時代へと

変わり つつあり ます。 環境問題に対する関心が高まり 、 生活の質を向上するこ と がより 重視さ

れるよう になり まし た。 今日では、 自然環境や地域の歴史・ 文化を活かし たまちづく り が求め

ら れており 、 景観形成の重要性が唱えら れています。  

中城村は、 ｢琉球王国のグスク 及び関連遺産群｣と し て世界遺産登録さ れた「 中城城跡」 をは

じ め、 独自の歴史・ 文化を有し 、 緑地や海などから なる豊かな自然環境や、 サト ウキビ畑によ

る農村地域と し ての生業を発展さ せてき まし た。 さ ら に、 那覇及び中部の都市圏に近接し なが

ら も 、 こ れら の自然、 歴史環境が良好な形で保持さ れ続けており 、 周辺市町村と 比較し た場合

にも 、 極めて貴重なケースであると 考えら れます。  

一方で、 南上原や久場、 泊、 幹線道路沿いなど、 宅地開発や企業誘致が進展する地域も 出て

き ており 、特に南上原地区においては、区画整理事業の進捗により 、多く のマンショ ンや住宅、

店舗等の立地が進んできています。 こ う し た流れは、 村の活力ある将来に向けての明るい材料

ではあるも のの、 無秩序な開発行為が行われた場合は、「 中城城跡」 等の歴史・ 文化遺産や豊

かな自然環境等が織り 成す中城村ら し い風景が損なわれていく 可能性も 否定でき ません。  

平成 15 年に国土交通省は「 美し い国づく り 政策大綱」 を公表し 、 行政の方向を美し い国づ

く り へと 大き く 舵を切るこ と を宣言し まし た。 そし て、 平成 17 年、 我が国で初めて景観を対

象と し た基本的かつ総合的な法律と し て、「 景観法」 を全面施行し まし た。 こ れら は、 全国各

地で行われてき た自治体による景観条例制定や市民による景観訴訟など、景観に対する社会的

関心の高まり を背景と し て行われた政策です。  

さ ら に、平成 23 年 3 月 11 日に発生し た東日本大震災のよう な未曾有の大災害に対する不安

が増大するなど、景観と 防災と いう 新たな視点で地域を見つめ直すと いう 機会が求めら れるよ

う になり まし た。  

こ のよう な社会情勢の変化を 踏まえ、新たな中城村における総合的な景観形成を図るこ と を

目的と し て、 本計画は、 自然、 歴史、 文化等を活かし ながら 、 開発と 保全のバラ ンスを保ち、

さ ら に村民が地域に対する 誇り と 愛着を 持てる魅力ある 地域の形成を 図るこ と を 目的と し て

策定するも のであり 、本村における今後の景観施策を実現し ていく ための基本的方向や景観法

に基づく 実効性のあるルールを定めていく こ と を目的と し ます。  

さ ら に村民、 事業者、 行政等それぞれの主体が景観づく り を進める上で共有でき る、 目標や

方向性を示すと と も に、 地域の景観と 調和し た適正な整備・ 開発を誘導するルールを示し 、 村

民、 事業者、 行政等がそれぞれの役割のも と 、 協働により 計画的、 実効的な景観づく り を 進め

ていき ます。  

第１ 章 計画策定の背景と 目的 

1 
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１ ． 景観と 景観形成 

（ １ ） 景観と は 
こ の計画で守り 育て、 次の世代に継承し ていく 、『 景観』 と は何でし ょ う 。  

私たちは、 普段、 建物やまち並み、 山や川や海、 木や花、 田や畑、 人々の暮ら し など日ごろ

接し ているまちの様子を「 風景」 や「 景色」 と 呼んでいます。 そこ に見る人の思いや感じ 取る

印象が加わると き 、 それは『 景観』 へと 変わり ます。  

こ の計画では、『 景観』 は、 目に見えるも のだけではなく 、 私たちが感じ るも の全てを指し

ます。 目に見える姿・ 眺めそのも のである『 景』 と 、目にする人々の価値『 観』 で捉える見方、

感じ 方、 印象の両方を併せ持つも のです。  

 

 

 

景観は、毎日を快適に心豊かに過ごすために大切なも のであり 、地域への誇り と 愛着を育み、

住む人や訪れる人に潤いと 安ら ぎを与えます。 また、 景観は、 村民共有の財産であり 、 次世代

に継承し ていく べき貴重な資源でも あり ます。  

 

（ ２ ） 景観形成と は 

景観形成と は、 単に視覚的に美し

いも のを 守り 育てると いう だけでな

く 、 地域の人々が生き 生き と し た豊

かな生活を 送るこ と のでき る 「 地域

づく り 」 や「 まちづく り 」 につなが

るも のであり 、 次のよう な意義を も

っ ていると 考えら れます。  

 

●生活環境の快適性の向上： 花と 緑にあふれた美し いまちなみや水と 親し める公園の整備など、

潤いと やすら ぎの感じ ら れる景観の形成は、 生活環境の快適性の向上につながり ます。  

 

●地域の魅力・ 個性の創出： 地域独自の自然や歴史・ 文化、 産業等を活かし た景観形成は、 地域

の魅力や個性を創出し ます。  

 

●郷土への愛着や誇り の醸成： 地域の美し い景観を 改めて見直し たり 、 近隣の人達と 協力し て

花木や樹木を 植えるたり するなど、 自ら 景観形成に取組むこ と は、 自分達の郷土への愛着や

誇り を醸成し ます。  

 

●観光交流の促進： 中城村ら し い景観形成に取り 組み、 地域性豊かなまちづく り を推進するこ

と は、 訪れる多く の人々の共感を呼び、 魅力を高め、 観光や交流を 促進するこ と につながり

ます。  

 

●優れた公共財の後世への継承： 景観は全ての人々が共有する大切な財産です。 過去から 受け

継いでき た美し い景観を守り 育て、 質の高い景観を 創造するこ と は、 優れた景観と いう 公共

財を継承するこ と と なり ます。  

『 景』  
風景や景色などの「 眺め」 そのも の 

『 観』  
風景や景色を 眺める私たち 村民の価値観 

図： 景観形成の意義 

＋ 
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２ ． 中城村に関連する景観関連施策の状況 

（ １ ） 第四次中城村総合計画（ 基本構想： 平成２ ４ 年～３ ３ 年度）  

第四次総合計画では、 村民一人ひと り が「 心豊かな暮ら し 」 を実感すると と も に、 すべての

人々が中城村に「 住んでみたい」、「 住みたい」 と 思えるよう な村づく り を 将来像と し て掲げ、 

心豊かに暮ら し ていく 為の、 土地利用毎のき め細かい施策展開を 示し ています。 本計画にお

いては、 第四次総合計画と の整合を図り ながら 検討を 進めていく 必要があり ます。  

 

●将来像：「 心豊かな暮ら し ～住みたい村、 と よむ中城～」  

●基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

●景観形成に関する施策展開 

①安全性に配慮し た斜面緑地の保全 

●急傾斜危険区域及び崩落危険箇所についての安全性を 確保し ながら 、 斜面緑地の適切な

保全を 図っ ていき ます。  

 

②歴史的環境を生かし た景観形成 

●中城城跡の周辺部においては、 斜面緑地の保全と 共に、 史跡地周辺のバッ フ ァ ゾーン と

し て、 歴史的環境の魅力を高める景観形成に積極的に取り 組んでいきます。  

●村内各地に点在する御嶽や拝所、 村ガーなどの文化財を核と し て、 歴史の継承と 合わせ

た集落地の景観形成を進めます。  

●歴史ある樹木、 すぐ れた景観のある樹木や樹林、 また集落内環境における大木や生垣な

どの育成保護に努めます。  

 

③景観計画と 連携し た取り 組みの実施 

●中城ら し さ に配慮し た公共施設用地の緑化等、 人々の交流をより いき いき と さ せる身近

な景観の保全・ 創造に努めていき ます。  

●通学路など、 村民の生活の中で使用頻度の高い村道の交差点まわり においては、「 まちか

ど」 と し ての景観演出に配慮し 、 広告物や自動販売機等の設置を抑えていき ます。  

●住宅においての生垣づく り 等によるう るおいのあるまち並みづく り を進めます。  

●景観を守っ ていく ために規制すべき 建築物の高さ 等を 設定し 、 より 良好な景観形成を 図

っ ていき ます。  

●村の実情に合わせた景観施策を行っ ていく ため、 景観行政団体への移行を目指し ます。  

①「 自然・ 歴史・ 文化」 を受け継ぐ 村づく り  

自然・ 歴史・ 文化の価値を 再認識するこ と による村民共有財産の継承 

②「 安全・ 安心」 を築く 村づく り  

日々の暮ら し の中での安全・ 安心が確保さ れた環境の創出 

③「 暮ら し 」 を描く 村づく り  

機能的で充足し た生活環境や経済的安定を 得るこ と による活力の向上 
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（ ２ ） 中城村都市計画マスタ ープラ ン（ 平成１ １ 年３ 月）  

中城村都市計画マスタ ープラ ンは、 第２ 次総合計画の実現を目指し 、 概ね平成 28 年を目標

年次と し て、 全体構想と 地域別構想が策定さ れています。 第４ 次総合計画策定の動き の中で、

都市計画マスタ ープラ ンについても 、より 現在の実情に対応し たも のへと 見直し を図る必要が

あり 、 こ のよう な中で、 都市計画マスタ ープラ ンにおける取り 組みが、 中城ら し い景観形成と

なるよう 、 本計画の関連計画と し て、 検討を進めていく こ と が望まし いと 考えら れます。  

 

●基本理念：「 人と 自然・ 歴史が織り なす 明るく 住みよい田園文化都市・ 中城」  

●目標と テーマ 

・ 中城なら ではの自然と 歴史の環境・ 景観を守り 、 育てていく 。  

・ 都市活動の拠点を整備し 、 それら をつなぐ ネッ ト ワーク を構築し ていく 。  

・ 現代の暮ら し にふさ わし い生活環境と し ての質を高めていく 。  

・ 農村的利用と の共生に配慮し ながら 、 都市的土地利用の計画的拡大を 図っ ていく 。  

・ 本村の性格に合っ た産業を振興し 、 生産を高め、 活力が発揮でき る基盤を形成し ていく 。  

 

（ ３ ） 中城村自然環境の確保に関する条例（ 平成１ １ 年３ 月）  

世界遺産である中城城跡周辺の景観を 保全するため、「 中城村世界遺産バッ フ ァ ゾーンの景

観条例」 を 定めています。 こ こ では、「 歴史的文化的景観保護地区」 を 定めて、 以下の各号に

掲げる行為を行う 場合は、 規則で定める基準に従い、 当該行為に着手する３ か月前までに、 届

出書に別表の明示すべき事項を添付し 村に届け出なければなら ない、 と し ています。  

し かし ながら 、 その範囲が狭いこ と や西側において定めら れていないこ と などを踏まえ、 本

景観計画においては、こ れら の範囲外においても 良好な景観を保全し ていく ための仕組みを検

討する必要があり ます。  

 
（ １ ） 建築物等の新築、 増改築、 移転又は撤去 

（ ２ ） 土石類の採取等又は土地の形質変更 

（ ３ ） 大規模な木竹の伐採 

 

２  前項の規定にかかわら ず、 次の各号に掲げる行為については、 届出を要し ないも のと

する。  

（ １ ） 非常災害時のため必要な応急処置と し て行う 行為 

（ ２ ） 村民の農業経営に伴う 、 軽微な工作物の設置等 

（ ３ ） 木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採、 又は森林病害虫防除のための木竹

の伐採等 

（ ４ ） 法令又はこ れに基づく 処分による義務の履行と し て行う 行為 

 

３  村は必要な限度内において、 歴史的文化的景観保護地区内における行為に条件を付す

こ と ができ る。  
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（ ４ ）“ 美ら 島沖縄” 風景づく り のためのガイ ド ラ イ ン（ 平成１ ９ 年１ 月）  

沖縄は、 自然環境面・ 文化面において、 個性的で貴重な特性を有し ており 、 こ れは他の地域

にはない魅力・ 資源であり 、 今後、 沖縄の特性「 沖縄ら し さ 」 を十分に活かし た沖縄振興を 推

進し ていく こ と が求めら れています。  

こ れまでの沖縄における地域振興を進めるに当たっ ては、社会資本の整備等の諸施策を着実

に進め、 経済面・ 生活面で相応の成果が上がっ てき たも のの、 必ずし も 満足のいく 「 沖縄ら し

い風景」 の創出がなさ れたと いえない面があり ます。  

今後、 社会資本整備を進めるに際し ては、「 沖縄ら し さ 」 を十分活かし た 「 風景づく り 」 に

配慮するこ と により 、 美し く 豊かな生活環境の実現、 観光・ 交流・ 産業等の振興を促進し 、 沖

縄振興を推進するこ と が必要と 考え、 内閣府沖縄振興局及び沖縄総合事務局が、 有識者等で構

成する『“ 美ら 島沖縄” 風景づく り 検討会』 を 平成１ ７ 年度から 開催し 、 沖縄の風景イ メ ージ

および沖縄ら し い風景づく り のためのガイ ド ラ イ ンを 検討し てき まし た。  

今般、 その検討結果と し て、『 現代の沖縄風』 をテーマに『“ 美ら 島沖縄” 風景づく り のため

のガイ ド ラ イ ン』 をと り まと めら れ、 本景観計画における指針と し ていく 必要があり ます。  

 

沖縄ら し い風景づく り の視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ５ ） 沖縄県屋外広告物条例（ 平成２ ２ 年４ 月）  

沖縄県では、 沖縄県屋外広告物条例を制定し 、 良好な景観の形成や風致の維持、 公衆に対す

る危害を防止するため、 屋外広告物について必要なルールを定め、 適正な規制や誘導を 行っ て

います。  

１  一括り にでき ない「 沖縄ら し さ 」  

２  無秩序に使われてきた「 沖縄ら し さ 」 の表現と「 地域ら し さ 」 が反映さ れない沖縄の風景 

３  沖縄ら し く 美し い風景と 新たにつく ら れてきた沖縄の風景 

４  地域の一貫し た取り 組みと 、 調和のと れた風景が主役であるこ と の認識 
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３ ． 中城村景観計画の位置づけ 

本計画は、 前項で示し た社会情勢の変化や、 村内における人口の増加等を踏まえ、 中城村に

おける総合的な景観形成を図るこ と を目的と し て策定するも のと し 、中城村における今後の景

観施策を実現し ていく ための基本的方向や、むら づく り に関する景観面から のルールを 示し た

景観法に基づく 計画と し ます。  

景観計画の目指すべき と こ ろ は、 必ずし も 強い規制をかけると いう こ と ではなく 、 村民一人

ひと り の意向や思いが十分に反映さ れ、「 中城村の景観」 の意味や価値を 再認識し 、 身近なと

こ ろ から 景観をより 良く し よう と 実践し ていける計画であるか、 と いう と こ ろ です。  

今回の景観計画策定にあたっ ては、 各種関連計画に示さ れる理念や将来像を、 景観形成の面

から 実現し ていく ための計画と 位置づけ、 法定計画のみの策定だけではない、「 景観まちづく

り 」 を総合的に推進するための計画と 位置づけます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 その他の関連計画】  

・ 中城村自然環境の確保に関する条例 

・ 沖縄県屋外広告物条例 

・“ 美ら 島沖縄” 風景づく り のためのガイ ド ラ イ ン 

中城村景観計画 

（ 景観法に基づく 景観計画）  

図： 中城村景観計画の位置付け 

中城村都市計画マスタ ープラ ン 

中城村第四次総合計画（ 基本構想・ 基本計画）  

景観計画は、 平成 16 年に制定さ れた「 景観法」（ 平成 17 年６ 月全面施行） に基づき 、 地域の景観行政

の担い手と し ての役割を与えら れた自治体（ 景観行政団体） が、 区域を定めて策定するも のである。  

景観計画には、 良好な景観形成に関する方針、 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項､景観

重要建造物・ 景観重要樹木の指定の方針を定めるこ と が義務付けら れているほか、 策定する景観行政団体

の裁量で、 屋外広告物の行為の制限に関する 事項、 景観重要公共施設の整備に関する事項などを定める こ

と ができ る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※景観行政団体 

景観行政団体は、地域独自の良好な景観形成に取り 組んでいる自治体であり 、主に政令市や中核市が主

体と なる 。 その他の市町村は都道府県と の協議･同意により 景観行政団体と なる ｡景観行政団体は、 景観計

画を定めるこ と ができ 、 区域では、 建築・ 開発などの景観に関わる行為に対し 、 設計や施工方法などを景

観行政団体に届け出るなどの義務が生じ るこ と と なる。  

〈 景観法〉  

 
わが国で初めて､総合的な 

景観形成の取り 組みを法制度化 

○わが国の景観形成の基本理念 

○住民､事業者､行政の責務 

○景観形成のための行為制限や取組

み支援の制度 

法に基づき市町村等の景観行政

の取り 組みを強化 

 

〈 景観計画〉  

 
｢景観行政団体｣が 

一定の区域を対象に策定･運用 

○良好な景観形成に関する方針 

○良好な景観形成のための行為の制限 

○屋外広告物や公共施設の景観形成、 地域

の取組み支援のし く み 

方針レベルにと どまら ず具体的な基

準等を設定(変更命令も 可) 

 

図： 景観法と 景観計画について
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１ ． 中城村の概況 

（ １ ） 地勢 

中城村は、 東経 127 度 48 分、 北緯 26 度 5 分、 那覇か

ら 北北東へ 16 ㎞の沖縄本島中部にあっ て、 西側は宜野湾

市、北側が北中城村、南側が西原町と 隣接し 東は中城湾に

面し ています。  

村域は 15. 4ｋ ㎡、 南北に 7. 5ｋ ｍ、 東西に 3. 5ｋ ｍで、

そのう ち農用地が約 37％、宅地が約 13％、原野が約 16％、

その他と なっ ています。  

地形は、 村の中央部を南北に小さ な起伏の丘陵が走り 、

南に糸蒲山、 中央に上武当岳、 北に台城岳があり ます。 さ

ら に東側の平坦地、その間の斜面地と あわせて３ つに大別

でき ます。  

地質は大き く 分けて古い順から 島尻層群、 琉球泥灰岩

及び沖積層の３ 種類から でき ています。  

 

（ ２ ） 沿革 

中城村内には先史時代の遺跡はほと んど発見さ れていませんが、北隣の北中城村の先史時代

の例と 同じ く 、 人々はまず台地に定住し 、 比較的早く 海岸に近い平地に移動し て小集落を形成

し たと 考えら れます。  

中城の確実な歴史は、 15 世紀に中山の有力な武将だっ た護佐丸が読谷山の座喜味城から 中

城城に移っ てき た時から 始まり ます。  

護佐丸ははじ め山田城( 現恩納村) に拠り 、 座喜味城に移り まし た。 その娘は尚泰久王の妃に

なっ た人で尚泰久王は護佐丸に首里城に近いこ の地を 与え、 城を造ら せ、 中城按司に封じ まし

た。 こ れは、 当時勝連半島にあっ た阿麻和利を牽制するためであっ たと いわれています。  

護佐丸は屋宜を港にし て日本本土と の貿易を盛んにし 、 勢力を 増強し まし たが、 1458 年阿

麻和利の議言（ ざんげん） により 、 反逆者と し て攻撃を受けて自害し 、 その後、 尚真王が中央

集権を握ると 、 こ の地にも 按司起が派遣さ れ、 こ の地を支配し まし た。  

その後、 首里王府の直轄地と なっ て近世に至り ますが、 中城村域の村々は、 明治 5 年に琉球

藩、 明治 12 年の廃藩置県で沖縄県の所管と なり 、 明治 29 年中頭郡に所属。 そし て明治 41 年

島嶼町村制により 、 中城間切の伊集、 和宇慶、 津覇、 奥問、 安里、 当問、 屋宜、 伊舎堂、 添石、

泊、 久場、 新垣、 の 12 村と 現北中城村域の 11 村をも っ て中城村が成立し まし た。  

し かし 、 沖縄戦後、 村は米軍施設によっ て南北に分断さ れたため、 統一行政が困難になり 、

昭和 21 年 5 月 20 日、 北部を 北中城村と し て分村し まし た。  

復帰後、 本村では産業の振興に力が注がれてき まし た。 農業はサト ウキビを中心に営まれて

いまし たが、 昭和 55 年頃から 花卉園芸も 広く 営まれ、 都市近郊型の農業形態へ移行し ていま

す。海岸沿いには比較的大き な石油精製・ アルミ ・ 製紙・ 製材などの工場が建設さ れています。  

近年、 西原町から 本村の南上原にかけて琉球大学のキャ ンパスができ 、 南上原を 中心に文化

交流拠点地区と し ての発展も 期待さ れています。

第２ 章 景観特性と 課題の整理 

図： 中城村の位置 
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２ ． 中城村の景観特性 

（ １ ） 自然 

本村は太平洋を東に望む海岸線を有し 、海面を照ら し ながら 登る朝日や海と 空の広がり を眺

望でき る壮大な景観が大き な特色と なっ ています。 また、 自然景観の骨格である南北に伸びる

斜面緑地や、 国道 329 号から 東の平坦部に広がる農地を中心と し た良好な田園風景が、 本村に

おける自然環境の豊かさ を支える要素と なっ ています。  

 

①地形 

・ 本村の地形は、 村の中心を南北に走る丘陵を境に平坦

地域、 斜面地域、 台地地域と いう ３ 層で構成さ れてお

り 、 こ の地形の変化が本村の景観の大き な特長と なっ

ています。  

・ 平坦地域は標高 10ｍ以下で、 広がり のある農地を中心

に集落や、 湾岸部には工場の立地も 見ら れます｡ 

・ 斜面地域はまと まり のある緑地が広がり 、 緩傾斜の部分

には集落が点在し ています。  

・ 台地地域は小さ な起伏の丘陵が続き 、 森林や農地が主

体と なっ ていますが、 南側に位置する南上原地区にお

いては、 琉球大学の立地等を契機に都市景観が展開し

ています。  

 

②緑地 

・ 斜面地に広がる 緑地が本村の自然景観の骨格と なり 、

点在する集落内の緑や、 広く 村民に利用さ れている吉

の浦公園、 各集落に整備さ れた農村公園等の広場など

と 一体的に、 緑豊かな景観を形成し ています。  

 

③水系・ 小河川 

・ 本村の水系と し ては、 普天間川や農地周辺の水路など

があり ます。  

 

④海岸線 

・ 中城湾に面する海岸線は、 基本的にサンゴ礁の発達し

た自然海岸を有し ています。 また、 吉の浦公園周辺に

おいては、 砂浜の海岸と し ての、 親水性の高い空間を

人工的に創出し ています。  

斜面地域に広がる豊かな緑地 

集落内の緑地 

吉の浦公園周辺の海岸 
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図： 景観資源分布図（ 自然）  
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（ ２ ） 歴史・ 文化 

本市には、 先史時代より 連綿と 受け継がれてき た固有の歴史があり 、 護佐丸がこ の地を統べ

ていた中世から 近世にかけては、 中城城跡をはじ めと し て、 その時代の本村の発展を物語る数

多く の史跡が残さ れています。 こ れら の豊かな歴史資源は、 本村の歴史景観を支える重要な要

素と なっ ています。  

 

①集落（ シマ） 形成時代［ 太古～古代］  

・ 中城村における歴史を遡ると 、 3, 500 年以上の太古の昔から 人が住みついていたこ と が北

中城村の萩堂貝塚の出土から 推定さ れます。自然採集から 農耕生活へ移行し ていく 過程の

中で、血縁から 地縁によるまと まり を基本に集落が形成さ れていっ たと 考えら れています。 

・ 各部落では神を まつる習慣も 現われ、 神の鎮座すると こ ろ と し て嶽（ ウタ キ： 集落の高い

と こ ろ で森になっ ていると こ ろ ） や拝所（ ウガンジョ ： 大き な木や岩のあるよう なと こ ろ ）

をより どこ ろ と し ながら 生活が営まれるよう になっ たと 考えら れます。  

 

②間切時代［ 中世～近世］  

・ 12 世紀ごろ になっ て、 小さ な村々を１ つにまと め支配する「 按司（ アジ）」 が現れるよう

になり 、 按司の支配する領域単位を 「 間切」 と し 、 間切毎に「 城（ グスク ）」 が築かれる

よう になり まし た。  

・「 中城」 の地名は「 おも ろ 」 にも う たわれているよう に、 古く から 由緒深いも ので、 1440

年代に按司「 護佐丸」 によっ て築かれた中城城と 自然の良湾と し て知ら れた中城湾によっ

て象徴さ れています。 また、 第２ 尚氏王統時代「 中城」 は王世子の称号に用いら れ、 かつ

世子領と し た豊穣の地と し て広く 世に知ら れていまし た。  

・ 琉球王朝期の主要な道に首里城方面から の宿次の道があり 、 王府と 番所間を 結ぶ情報の道

でし たが、 一方こ れに対し て物資を 運搬する道、 村々相互の生活を 結ぶ道があり まし た。

ひと つは、 太平洋を遠望し つつ丘陵上を行く 「 グスク 道」 であり 、 他のひと つは集落を結

ぶ道、 そし て海岸線に沿っ て「 スガチ（ 潮垣） 道」 と 呼ばれる道の３ 本です。 いずれも グ

スク を結ぶ道、 間切を結ぶ道、 物資を結ぶ道、 村と 村を結ぶ道と し て重要な意味をも っ て

いまし た。  

・ 中城間切の按司護佐丸が阿摩和利に討たれた時に城も 破壊さ れ、 その後の本地域は農・ 漁

村と し て琉球王朝時代を経ていき まし た。  

 

③中城村時代［ 近代～］  

・ 18 世紀以後、「 屋取（ ヤード ゥ イ ）」 の増加によ っ て村内にも 屋取集落が立地するよう に

なり 、 杣山と し て利用さ れていた台地部にも 集落や農地が拓かれていき まし た。  

・ 中城間切は、 伊集・ 和宇慶・ 津覇をはじ め 27 ケ字で形成し ていまし たが、 その後編入、

分割をく り かえし 29 ケ字になり まし た。間切の番所は 1611 年に中城城本丸内に設置さ れ、

以来中城間切番所、 中城間切役場、 中城村役場と し て使用さ れてき まし たが、 昭和 20 年

の戦災により 焼失し まし た。 戦後軍施設によっ て村が南北に分断さ れ、 行政の執行に大き

く 支障をき たし たこ と から 、 1946 年 5 月 20 日、 宇久場、 宇登又以南を中城村、 宇熱田、

宇大城以北を 北中城村と し て分村し まし た。  



中城村景観計画 

11 

 

 

 

 

④主な文化財等 

本村には、 中城城跡をはじ め、 護佐丸の墓､安里のテラ 、 伊舎堂の三本ガジュ マル等、 数多

く の文化財が現存し ている。 また、 御嶽や拝所等の生活に密着し た歴史環境や、 フ ク ギの生け

垣、 屋敷林等の集落景観も 至る所で目にするこ と ができ ます。  

本県をも 代表する貴重な歴史資源である中城城跡では､歴史公園と し ての整備を進めていこ

う と し ています。 以下に主な文化財等を示し ます。  

●中城城跡 

沖縄県内に 300 ほどあると い

われているグスク の中でも 最も

保存状態がよく 、 城壁や拱門な

どの遺構も 多く が築城当時のま

ま残っ ている。 1972 年に国の史

跡と 指定さ れ、 1995 年から 発掘

調査や石積修復工事などの保存

修理事業が行われている。  

 

●伊舎堂の三本ガジュ マル 

伊舎堂の集落は、 かつて中城

城跡の近く にあっ たと さ れ、 現

在の地に 移動し て き た 三組の

夫婦が記念し て ガ ジ ュ マ ルを

植えたと さ れている。 現在の木

は戦後に 植え かえ ら れた 三代

目と さ れ、 村の史跡に指定さ れ

ている。  

 

●安里のテラ  

子孫繁栄・ 無病息災などを祈願

する拝所であり 、 県の指定有形民

俗文化財に指定されている。  

その昔、お告げにより 出てき

た霊石を安置し て拝むと 、 病が

癒え た と い う 話が周辺に広ま

り 、 人々が参詣に訪れるよう に

なっ たと いわれている。  

 
 

●ギイ スのテラ  

中城城跡の南西部に ある 拝

所であり 、 その昔、 添石村に住

むマ ス 島袋と いう 人の先祖が

村の上洞に霊石を 安置し 、 祭祀

を 行っ たのが始まり と さ れる。

現在の地番は登又で、「 夜半前

（ ヤハンメ ー） 御嶽」 と も 称さ

れている。  

 

 

●泊の大ク ワディ サー 

地元の伝承による と 、 約 200

年前に首里王府から 派遣さ れ

て き た 中城間切番所の役人が

任期を 終えて離任する際、懇意

にし て き た 泊村の人た ち と の

別れを 惜し んで 植え た も のだ

と いわれている。村の天然記念

物に指定さ れ、近く にはシチャ

ヌ カ ーも 設置さ れている 。  

 

●護佐丸の墓 

15 世紀中ごろ 活躍し た中城

控司・ 護佐丸の墓で、 台城にあ

る 。 現存する亀甲墓と し ては県

内でも 最も 古い時代のも ので、

文化的にも き わめて 価値の高

い墓である。 護佐丸を はじ め第

７ 代ま で の子孫の遺骨が安置

さ れていると いわれている。  
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図： 景観資源分布図（ 歴史）  
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（ ３ ） 生活・ 産業 

①人口 

本村の人口は、17, 680 人（ 平成 22 年国勢調査）で、平成 17 年と 比較し て 1, 882 人（ 11. 9％）、

昭和 55 年と 比較し て 7, 334 人（ 70. 9％） 増加し ています。  

世帯数も 増加し ていますが、 １ 世帯あたり の人数は年々低下傾向にあり ます。 琉球大学の学

生の村内居住者の増加なども 要因と し ては考えら れますが、全体的に核家族化が進んでき てい

ると いえます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②土地利用 

農業を 基盤と し てき た本村では､農用地､山林､原野を

主体と する農村的土地利用が特徴と なっ ています。 こ れ

まで土地改良による農用地整備等により 、 農用地の合理

的な土地利用計面が進めら れてき まし た。  

近年では、 南上原地区の区画整理事業の進捗に伴い、

琉球大学周辺における市街化が大き く 進んでいます。 ま

た、 幹線道路である国道 329 号沿道等においても 宅地化

が進行し ており 、 村全体と し て都市的な土地利用の需要

が高まっ てき ています。  

 

農地が広がる沿岸部 

資料： 国勢調査 

1 0 ,3 4 6
1 0 ,7 6 5

1 2 ,0 6 0

1 3 ,8 3 5

1 4 ,9 8 7
1 5 ,7 9 8

1 7 ,6 8 0

2 ,2 5 0

2 ,6 5 4

3 ,4 3 4

4 ,1 8 4
4 ,6 2 2

5 ,3 3 3

6 ,2 6 8

0

1 ,0 0 0

2 ,0 0 0

3 ,0 0 0

4 ,0 0 0

5 ,0 0 0

6 ,0 0 0

7 ,0 0 0

0

2 ,0 0 0

4 ,0 0 0

6 ,0 0 0

8 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0

1 2 ,0 0 0

1 4 ,0 0 0

1 6 ,0 0 0

1 8 ,0 0 0

昭和5 5 年 昭和6 0 年 平成2 年 平成7 年 平成1 2 年 平成1 7 年 平成2 2 年

人口 世帯数

人 

世
帯 

人口及び世帯数の推移 
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③産業関連 

本村における産業は、 サト ウキビを主要作物と する農

業を基盤にし て発展を遂げてき まし た。 し かし 、 近年に

おけるサト ウキビ生産を取り 巻く 環境の悪化から 、 野菜、

花き 、 果物への転換が近年進んでいます。  

また、 建設業を 中心と する第二次産業は横ばい傾向で

あり ､第三次産業ではサービス産業の増加が顕著です。  

村全体において農漁業の一次産業を 中心と し た形か

ら 第三次産業を 中心と し た産業構造への移行が見ら れ

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④道路 

本村の交通体系は、 村域を南北に貫く 国道 329 号と 、

沖縄自動車道、 県道 4 路線の幹線道路、 それに接続する

多く の村道、 農道、 集落内の路地で構成さ れています。 

幹線道路は、 周辺の宜野湾市、 北中城村、 西原町や、

那覇市、 沖縄市を結び、 交通の動脈と なっ ています。 ま

た、 街路樹と し てはアカ ギを基本と し て植栽さ れており 、

緑の潤いを与えていますが、 年間を通じ た維持管理の面

で、 過剰な剪定が行われており 、 良好な沿道景観の形成

と いう 点では改善を図っ ていく こ と が必要です。  

 

⑤公共施設 

本村の義務教育施設は、 中学校 1 校、 小学校 2 校と 1

つの分校及び広域的校区を 有する 琉球大学付属小中学

校が立地し ています。  

また公共施設と し ては、 国道 329 号沿いに中城村役場

が、 吉の浦公園周辺において村民体育館やグラ ウンド 等

の拠点的施設が集約し て立地し 、 字毎の公民館などと と

も に利用率が高く なっ ています。  

国道３ ２ ９ 号沿道 

吉の浦公園周辺 

サト ウキビ畑 

産業別従事者の割合の推移 

13.4 8.8 6.7

25.2
26.1

22.1

61.3 65.1 71

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

1 0 0 %

平成7 年 平成1 2 年 平成1 7 年

第一次産業 第二次産業 第三次産業

資料： 国勢調査 
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（ ５ ） 中城村の集落景観 

①歴史を感じ る集落 

中城の集落はその多く が平坦部と 斜面部の境界と な

る国道周辺に立地し 、 斜面部の緑地と の営みと し てのつ

ながり を感じ るこ と ができ ます。  

また、古く から の道路形態を残す集落も 数多く 、伊舎堂、

伊集、 添石などにおいては、 昔ながら の琉球石灰岩を用い

た石垣やフク ギがその歴史を感じ さ せてく れます。  

 

 

 

②自然と 調和し た集落 

緑地の多い斜面部においては、 周辺の緑と 一体と なっ

た集落環境が形成さ れており 、 緑の中に淡い色彩の建物

が建ち並ぶ様は、 本村における優れた景観を構成する大

き な要素の一つであると 言えます。  

また、12～13 世紀ごろに形成さ れたと さ れる新垣には、

新垣グスク が所在し 、 さ ら には中城城跡へと つながるハ

ンタ 道の整備により 、 緑あふれる自然と 歴史を感じ るこ

と ができ る住環境が形成さ れています。  

 

③村の中心と なる集落 

村の中心と なる集落は、 当間を中心と し て形成さ れて

おり 、 政治・ 教育・ 文化の拠点施設である村役場や中学

校、 また吉の浦会館や公園等のほか、 ホーメ ルの食品缶

詰工場やＪ Ａ 出荷場等の産業関連施設が立地し ていま

す。  

そのため、 村内における良好な景観形成を図っ ていく

上で、 先導的な役割を担っ ていく こ と が望まれます。  

 

 

④新し く 形成さ れた集落 

中城村で は特に台地部において新し いまち 並みが形

成さ れています。 平成 6 年に自治会が発足し たサンヒ ル

ズタ ウンや、 琉球大学の移転や区画整理事業により 住宅

やアパート ・ マンショ ンの増加し た南上原地区などです。 

こ う し た新し く 形成さ れた集落についても 、「 村の中

心の集落」 と 同様に景観の適切な誘導を 図っ ていく 必要

があり ます。  

集落内の石垣と フ ク ギ 

斜面緑地の中に点在する集落 

村の中心部（ 中城小学校周辺）  

サンヒ ルズタ ウン 
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生活・ 産業に関する景観資源分布図 
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３ ． 中城村の景観構造 

前述し たよう に、 本村は地形的な特徴から 平坦部、 斜面部、 台地部にエリ アが分けるこ と が

でき 、 またこ れら に沿岸部を加えて、 ４ つのエリ アと し て、 景観構造の把握を行う こ と と し ま

す。 以下にこ れまでの景観特性を踏まえた景観構造図を示し ます。  

 

 

 



中城村景観計画 

18 

 

 

 

要素毎の景観資源を整理すると 以下のよう 大別するこ と ができ ます。  

 

要素 景観の特徴 代表的な景観 景観計画における考え方 

①
面
的
要
素 

【 地区・ まと まり 】  

ひ と つ の類似性やま

と まり を も っ て広がり 、

周囲と 異な る 特色のあ

る地区 

・中城城跡の歴史景観 

・歴史を感じる集落の景観 

・斜面部の緑地がつくる自然景観 

・平坦部のサトウキビ畑の広がる

景観 

・中心市街地景観 

土
地
利
用 

ⅰ. 歴史景観域 

ⅱ. 自然景観域 

ⅲ. 農村景観域 

ⅳ. 市街地・ レ ク リ エ ー

ショ ン 景観域 

②
線
的
要
素 

【 骨格・ みちすじ 】  

線的な 骨格を 形成す

る 要 素 。「 う つ り 変 わ

り 」、「 見え隠れ」 は、 副

次的な も のと し て 捉え

る  

・水辺環境を形成する海岸線、河

川景観・歴史を感じるハンタ道の

景観 

・中城の発展を支えるバイパスか

らの沿道景観 
軸 

ⅰ. 自然的景観軸 

ⅱ. 歴史と 文化の景観軸 

ⅲ. 都市的景観軸 

【 境界・ ふちどり 】  

他の領域と の境界を

視覚的に意識さ せ、「 景

域」 を 限定する要素 

・台地部の稜線の連なりを残す自

然景観 

・海岸線の自然景観 

③
点
的
要
素 

【 結節点・ 出入口】  

本村への出入口、 都市

と 自然と の出入口、骨格

が交わる結節点 

・村の玄関口としての景観 

・主要な交差点となっている道路

景観 

拠
点 

ⅰ. 景観上重要な交差点 

ⅱ. 自然的景観拠点 

ⅲ. 歴史と 文化の景観拠点  

ⅳ. 眺望景観拠点 

 

【 焦点・ めじ るし 】  

周囲と 異な る 形態や

特徴を 有し 、 地形の象

徴、ラ ンド マーク と なっ

ている要素 

・村に残る文化財などが形成する

歴史景観 

・公共施設などの拠点施設からな

る景観 
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４ ． 景観形成上の問題点と 課題 

こ れまで示し た中城村の景観特性及び景観構造から 、 中城村における景観形成については、

次のよう な問題点と 課題が整理でき ます。  

 

（ １ ） 歴史ある文化の継承 

中城城跡の周辺については、 村条例により バッ フ ァ ゾーンに指定さ れていますが、 開発時の

届出が義務化さ れているのみで、 開発に対する法的な拘束力を 持っ ていません。 そのため、 何

ら かの開発圧力が生じ た場合には、 食い止めるこ と ができ ない可能性があり ます。  

また、 中城城跡以外の歴史・ 文化資源についても 、 十分な保存・ 活用が行われていないも の

が多く 、 各字で継承さ れている伝統芸能等の無形文化財を含めて、 今後の保存や継承が困難な

ケースが目立っ てきています。  

 

 

 

 

 

（ ２ ） 自然と 調和し た景観の保全・ 活用 

南北方向に村中心を 縦断する斜面緑地は、 本村における景観上の大き な骨格の一つですが、

平坦部から こ の斜面緑地を眺めた時に、墓地開発等により 樹林地が切り 開かれている箇所が目

立っ てき ています。 また、 今後新たな開発が起きれば、 斜面緑地そのも のの連続性が分断さ れ

る可能性が高く 、 建築物や工作物等の色彩や意匠によっ ては、 斜面緑地等の自然環境と 調和し

ないも のができ る可能性も あり 、視覚的に自然環境のつながり を分断するこ と が考えら れます。 

また、 石垣と フ ク ギと いう 伝統的な集落形態を、 かつては多く の集落で見るこ と ができ まし

たが、 近年においてはその数は大幅に減っ てき ており 、 ひいては通り や集落全体と し ての緑量

の低下につながっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ３ ） 生活と 産業の発展 

村内に広がる豊かな農地は、サト ウキビ畑を中心と し て、村の産業基盤の根幹を成し ており 、

中城村ら し い風景を支える景観資源です。  

し かし 、 近年においては、 村の農業を取り 巻く 状況は厳し さ を増し ており 、 農業従事者の減

少に伴う 耕作放棄地の増加などが目立っ てきており 、農村景観の維持が困難になっ てきています。 

一方、 沿岸部においては、 今後、 火力発電所周辺を中心と し て、 新たな工場の誘致等が進ん

でく るこ と が考えら れます。 こ う し た工場施設等は、 規模が大き く 、 景観面における影響も 非 

課題①： 中城城跡と そのバッ フ ァ ゾーンについては、 世界遺産と し ての価値を損なう 恐れの

ある開発行為は厳に慎むべき であり 、こ れら の行為を規制し ていく 必要があり ます。 

課題②： 村内に点在する様々な史跡・ 文化財については、 本村の歴史的背景を語るう えで必

要不可欠な地域資源であり 、 地域住民と 連携し ながら 、 良好な歴史、 文化環境が創

出でき るよう に、 規制・ 誘導を検討し ていく 必要があり ます。  

課題③： 平坦部の背景と なっ ている斜面緑地は、村民の生活に潤いを与えてく れる自然環境

と し て、 適切な維持・ 保全が必要であり 、 村内において東側から の眺望の背景と し

て、開発行為等により 景観が乱さ れるこ と のないよう に配慮し ていく 必要があり ま

す。 特に、 大規模な建築物及び工作物等を建設する際には、 事業者と の調整を行い

ながら 、斜面緑地の緑を含めた周辺の自然環境に配慮し た色彩や意匠と なるよう に

配慮し ていく 必要があり ます。  

課題④： 集落内においては、 公共空間における緑化整備と 連動し 、 民地における緑化の推進

により 、 通り や集落全体と し て、 背景と なる斜面緑地等の自然環境と 調和し た集落

環境の創出を図っ ていく こ と が必要です。  
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常に大き いため、 不調和な色彩や意匠のも のができ てし まっ た場合には、 村全体と し てのイ メ

ージの低下につながる可能性も あり ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ４ ） 集落ごと の個性 

村中心部の当間地区やその周辺地区、 また国道 329 号や県道 29 号と いっ た幹線道路沿いに

おいては、 商業・ 業務系施設の立地があり 、 特に南上原地区においては、 今後も 同様の施設の

立地が進むこ と が考えら れます。 また、 吉の浦公園周辺までを含めたエリ アについては、 公共

施設やサービス施設が集積するまちの拠点と し て、村民の日常生活に資するサービスの向上に

向けた土地利用の形成が求めら れています。  

一方で伝統的な形態を残す集落については、道路の拡幅等による街区構成の変化や既存樹木

の伐採等により 、 それぞれの地区の個性が失われつつある一面も あり ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ５ ） 地域での取り 組み 

村民ニーズに合っ た景観づく り や、それら のニーズが隅々まで行き と どいたき め細やかな景

観づく り を 進めていく こ と を目指し ていく 為には、 村民、 事業者の主体的な取り 組みを促し 、

景観に対する意識の醸成を図っ ていかなければなり ません。  

 

課題⑤： 農村景観の保全には、 産業と し ての農業の安定的継続が必要不可欠であり 、 そのた

めには、農業振興施策等と の連携を図り ながら 農用地利用の促進を図っ ていかなけ

ればなり ません。  

その上で、 農地を背景と し た開発については、 周辺の農村環境に配慮し た色彩や意

匠と なるよう に配慮し ていく 必要があり ます。  

課題⑥： 工業系の用途を誘致する久場・ 泊地区においては、 周辺環境への配慮と と も に、 本

村における将来イ メ ージを先導するこ と が可能な建築物・ 工作物の色彩や意匠と な

るよう に配慮し ていく 必要があり ます。  

課題⑦： 字ごと の特性を活かし た景観づく り を推進するこ と によっ て、 地域の活性化と 景観

形成を両立し ていく こ と が必要です。 特に当間地区等の公共施設が集積する村の中

心部や南上原地区等においては、 経済活動の活性化と いう 視点から の景観づく り も

重要になっ てき ます。 一方、 その他の集落においては、 既存集落の形態を保全し な

がら 、 集落が本来も っ ていた歴史・ 文化的機能の回復を図り 、 伝統的な集落景観の

維持に努めていく こ と が必要です。  

その上で、 周辺の農村環境に配慮し た色彩や意匠と なるよう に配慮し ていく 必要が

あり ます。  

課題⑧： 村民ひと り ひと り が、 良好な景観は村民の共有財産であり 、 景観づく り が地域振興

や観光振興へつながると いう 感覚を持つこ と が必要です。 また、 全村的な景観の課

題についての認識を深め、 日常の暮ら し の中で見つめていく 機会をつく り 村民、 事

業者、 行政の協働による取り 組み体制の構築を図っ ていき ます。  
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１ ． 基本理念 

「 と よむ」 と は「 鳴り 響く 」 と いう 意味の言葉です。 こ の言葉は、 中城においては文化・ 生

活すべての面で活気があり 、世に響き 渡る理想的な村の姿を 表す端的な言葉であると 考えら れ

てき まし た。 琉球王朝時代の中城間切には、 護佐丸や中城城などの歴史を彩る人物や史跡が登

場し 、 琉歌にも「 と よむ中城 吉の浦のお月 みかげ照り わたて さ びやねさ み（ 世に名高い

中城城から 吉の浦を眺めると 月が美し く 照り わたり 、 なんと 平和なこ と か、 と ても 災いなどあ

ろ う はずがない）」 と う たわれています。  

こ の琉歌にう たわれた風景は、 それまでに形づく れてき た自然と 、 その上に育まれてき た歴

史や文化と 調和し たく ら し の上に成り 立っ ているも のであり 、今を生き る私たちにも 受け継が

れる村民共有の財産です。 そし て、 私たちはこ の風景を享受するこ と で、 日々の暮ら し を 心豊

かに過ごし ていく こ と ができ るのではないでし ょ う か。  

さ ら に、「 景活同源」 と いう 言葉があり ます。 こ れは、 景「 景観的なまと まり 」 と 活「 村民

の暮ら し や産業が生き 生き するこ と 」 はまちづく り の根本であり 、 一体であると いう こ と を意

味し ており 、 すべての村民が心豊かに暮ら し 続けるためには、 こ の風景と いう 財産を着実に守

り 育てていく こ と が必要であると いえます。 ｢景は活のために。 活は景のために。」 そし て、 中

城村が未来永劫にと よむために、 本計画の基本理念を 次のよう に定めます。  

 

 

 

 

 

 

また、 前述し た課題を 解決し ていく ため、 以下の５ つの「 景観づく り 」 へと 展開さ せるも

のと し ます。  

 

 

 

 

 

 

基本理念 「 と よむ中城」  心豊かな暮ら し を支える風景づく り  

（ １ ） 歴史ある文化を継承する景観づく り  

（ ２ ） 自然と 調和し た景観を保全・ 活用する景観づく り  

（ ３ ） 生活と 産業の発展につなげる景観づく り  

（ ４ ） 集落ごと の個性を活かし た景観づく り  

（ ５ ） 地域のみんなで取り 組む参加型の景観づく り  

 

第３ 章 良好な景観の形成に関する方針 



中城村景観計画 

22 

 

 

２ ． 景観形成方針 

（ １ ） 歴史ある文化を継承する景観づく り  

方針①： 世界遺産「 中城城跡」 を有する村にふさ わし い歴史文化の保全・ 活用   

世界遺産である「 中城城跡」 の近傍では、 大規模な建築物や工作物の建設等の抑制を 図り 、

中城城跡周辺の環境保全はも と より 、 中城城跡から 、 さ ら には周辺から の中城城跡への良好な

眺望景観が保たれるよう 配慮し ます。 また、 中城城跡に関連するグスク 道などの保存・ 活用を

図り ます。  

 

方針②： 村内各地の歴史・ 文化の固有資源の保全・ 育成             

村内には、 テラ やウタ キ、 伊舎堂の 3 本ガジュ マルなどをはじ めと し て、 歴史ある伝統芸能

の舞台と なる場などが、 いまなお人々の生活に密接に関係し ながら 、 中城村の個性を形づく る

歴史・ 文化資源と し て数多く 存在し ています。  

こ れら は、 住む人に郷土への愛着を 育むと と も に、 観光産業の発展にも 寄与するかけがえの

ない財産であるため、 重要な景観資源と し て守り ・ 後世へと 受け継いでいく も のと し ます。 ま

た、 こ の中でも 特に重要な景観資源の近傍では、 大規模な建築物や工作物の建設等の抑制を図

り 、 建築物の新築や改築等にあたっ ては、 その地域なら ではのたたずまいの継承を基本と し ま

す。  

 

（ ２ ） 自然が調和し た景観を保全・ 活用する景観づく り  

方針③： 中城湾に望む地形の連なり と 自然や眺望の保全・ 活用          

中城湾から 内陸部へと 連続的につながる、 平坦部、 斜面部、 台地部の地形から なる自然景観

は、 それ自体が良好な景観資源と し て、 村の基盤を形成し ています。  

こ のよう な自然景観は村内のいたると こ ろ で、 豊かな自然環境の雰囲気を醸し 、 住む人に潤

いと 安ら ぎを与え、 訪れる人には驚き と 感動を与える源であるこ と から 、 自然景観を適切に保

全し 、 こ れら 自然景観と 調和し た一体感のある景観形成を推進するこ と と し ます。 特に、 建築

物や工作物の建設の際には、 周囲の自然景観から 突出し た印象を与えるこ と のないよう 、 周辺

と の調和や、 眺望景観への配慮を行います。  

 

方針④： 将来を 見通し た緑豊かな住環境・ 集落景観の育成            

中城村の緑の集落景観は、 斜面部、 台地部における自然環境が、 村の中心部や集落の背後景

観と し て、 また集落内の緑地景観と し ての役割を 果たすこ と で、 その基盤を 形成し ています。

さ ら に、 集落内のフ ク ギなどを始めと し た樹木は、 通り に潤いを与え、 中城ら し い集落景観を

形成し ています。  

こ のよう な緑豊かな景観を、 将来を見通し て育んでいけるよう 、 道路に面する部分や、 車庫

及び駐車場の外周などにおいて、 中城村内の集落に調和する樹木を 用いて、 緑化の促進を図っ

ていき ます。  
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（ ３ ） 生活と 産業の発展につなげる景観づく り  

方針⑤： 営農環境の改善による基盤強化と 農地の広がり の保全・ 活用       

平坦部では、 その農用地の広がり から サト ウキビ畑を中心と し た土地利用が発展し 、 沖縄ら

し い農村景観が広がっ ています。  

こ の「 農」 を感じ るこ と のでき る景観は、 中城村の人々が永き にわたっ て築いてき た生活の

風景であり 、 固有の風土の中で形成さ れてきた原風景と も いえる、 大切な景観資源であるこ と

から 、 農業振興施策等と の連携を図り ながら 、 昔ながら の景観の良さ を維持し 、 生活と 調和し

た農村景観を育んでいく も のと し ます。 特に、 建築物や工作物の建設等を行う 際には、 周辺の

景観から 突出し た印象を与えるこ と がないよう 、 規模や色彩の誘導を図り 、 周辺に広がる農地

と 調和のと れた景観形成を推進し ます。  

 

方針⑥： 新たな産業施設の立地に応じ た先導的将来イ メ ージの構築        

沿岸部における工業系業務地区周辺（ 久場・ 泊地区） では、 発電所の立地に伴い、 新たな産

業施設の立地が推進さ れる現状にあり ます。  

そこ で、 今後建設さ れていく 建築物や工作物の形態や意匠に関し ては、 中城村における将来

イ メ ージを先導するこ と ができ るよう 、 適切に誘導し ていく も のと し ます。  

 

（ ４ ） 集落毎の個性を活かし た景観づく り  

方針⑦： 中心地及び主要道路沿道のイ メ ージアッ プと 字ごと の取り 組み推進    

中城村の中心地及びその周辺や、南北をつなぐ 国道 329 号及び南上原地区を通る県道 29 号、

32 号と いっ た幹線道路沿いの一部では、 商業施設や業務系施設、 屋外広告物等が立地し てい

ます。  

こ う し た地域では、 経済活動の活性化と 景観形成を両立し つつ、 快適、 安全で魅力ある景観

の創出を推進し ていく こ と が必要です。  

特に、 公共施設やサービス施設が集積する村の拠点と し て、 活気ある新し い雰囲気と 中城ら

し い受け継いでき た雰囲気と のバラ ンスを保ちながら 、村の顔と し て風格ある景観づく り を推

進し ます。 また、 その他の集落、 通り 沿いにおいても 、 歴史を感じ る特徴的な街区構成や既存

樹木の活用などを 図り 、 地区特性に応じ た景観形成を 促進し ます。  

 

（ ５ ） 地域のみんなで取り 組む参加型の景観づく り  

方針⑧： 地域が協力し て育てていく 景観づく り の推進              

景観は、 自然、 歴史、 文化を 背景に、 そこ に暮ら す人々の営みの積み重ねにより 形成さ れる

も のであり 、 地域住民の暮ら し や意識が目に見える形と なっ て現れたも のと 言えます。 また、

地域住民の良好な景観に対する意思や景観形成に対する努力が、村に対する誇り や愛着を育み、

後世に良好な景観を残し ていく 原動力になるも のと 考えら れます。  

村民をはじ め、 事業者、 行政の協働のも と 、 集落や村が一体と なっ て、 意識啓発を行いなが

ら 景観づく り を推進するこ と で、 新たな中城村における絆を深め、 また良好な景観を形成する

こ と で、 観光産業の活性化につなげていく など、 取組みを適切に地域活性化へと 活かし ていき

ます。
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３ ． 要素ごと の景観形成方針 

基本理念・ 方針に基づき、 景観形成方針を、 土地利用等の面的要素、 道路・ 河川等の線的要

素、 史跡・ 公園等の点的要素と し て位置付けます。  

 

①土地利用（ 面的要素）  

ⅰ. 歴史景観域 

●世界遺産中城城跡と 関連史跡、 周辺環境の保全 

・ 中城の「 宝」 である中城城跡と その周辺環境を含めて、 保全に努める。  

●中城城跡から の眺望の保全 

・ 中城城跡から の村全体への眺望と 、 周辺から の中城城跡への眺望の保全に努める。  

●歴史的まちなみの残る集落形態の保全 

・ 新垣地区などの歴史を感じ る景観を有する集落形態を保存し 、 地区内の建築物等と 一体

と なっ て、 景観形成を図る。  

●歴史学習や観光への活用 

・ 中城城跡の魅力を再認識するこ と のでき る歴史学習や観光プログラ ムと し て活用する。 

ⅱ. 自然景観域 

●中城の集落の背景と なる緑地の保全・ 活用 

・ 中城の集落の背景と なる斜面部の緑地と 稜線を積極的に保全する。  

●墓地の適正な誘導 

・ 斜面部における墓地の立地を適正に誘導し ていく 。  

●連続する地形の中での眺望の保全・ 活用 

・ 眺望を楽し める場と し て整備し 、 案内板等の設置により 保全・ 活用に対する意識啓発を図る。 

ⅲ. 農村景観域 

●サト ウキビ畑の広がる農村景観の保全 

・ まと まり のある農地の維持・ 継承により 景観の保全を図る。  

●農業振興への展開 

・ 農業従事者の支援、 育成など、 営みのある農村景観の維持のための農業振興施策の展開

を 検討する。  

●耕作放棄地の解消・ 有効活用 

・ 関係機関や地域住民等と の連携、 協力のも と 、 耕作放棄地の活用の取組みを推進する。 

ⅳ. 市街地・ レク リ エーショ ン景観域 

●活気と 風格ある市街地景観の形成 

・ 区画整理事業による市街化が進む南上原地区においては、 今後も 新たな住宅や店舗・ 業

務施設等の建設が予想さ れるこ と から 、 中城の新し い景観と し て、 村全体の今後の景観

を 先導するよう 、 周辺の自然や風土に配慮し た景観形成を図る。  

●工業系業務地内における適切な景観誘導、 調和 

・ 工場地内やその周辺では、 住宅や農地など周辺地域と の調和に配慮し たデザイ ンや色彩

を採用し 、落ち着いた色彩のフェ ンスや植栽等により 、敷地境界部での景観形成を推進する。 

●建築物等の色彩やデザイ ンの向上 

・ 周辺環境と の調和に配慮し た色彩やデザイ ンを奨励し 、 大規模建築物は、 壁面、 屋根等

のデザイ ンの誘導を図る。  

・ 駐車場周囲や屋上、壁面緑化等、敷地内緑化を推進する。 

城跡から の眺望 さ と う き び畑と 集落 吉の浦火力発電所 
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②軸（ 線的要素）  

ⅰ.自然的景観軸 

●水と 緑の景観軸づく り  

・ 海岸沿いや普天間川沿いを 活用し た集いの場や、 快適に散策でき る遊歩道と し ての環境

保全に努める。  

・ 周辺住民や事業所などの理解、 協力により 、 環境美化活動の推進を図る。  

・ 緑化の促進により 、 河川・ 海岸線沿いの水と 緑の空間に調和し た景観を形成する。  

・ ウォ ーキングなどのイ ベン ト への活用や、 海岸線を 介し て隣接する北中城村、 西原町と

の連携を 図る。  

 

ⅱ. 歴史と 文化の景観軸 

●ハンタ 道沿いの沿道景観の向上 

・ ハンタ 道沿いの歴史・ 文化系景観資源の保全・ 活用を推進する。  

・ かつての通り のイ メ ージを 踏襲するなど、 沿道建築や工作物に対する景観形成について

のルールづく り を行う 。  

●歴史・ 文化を感じ る景観資源のネッ ト ワーク 化 

・ 案内板やまち並みの演出、 ルート づく り などの演出により 、 人々が回遊する軸の位置付

け、 整備を図る。  

●歴史ツーリ ズムへの活用 

・ 歴史・ 文化系景観資源の情報発信を 充実し 、 周辺住民や事業者の認知を高め、 ツ ーリ ズ

ムへと 活用する。  

 

ⅲ. 都市的景観軸 

●主要道路沿いにおけるイ メ ージアッ プの景観誘導 

・ 関係機関と の協議、 周辺居住者や事業者の協力のも と 、 街路樹の改良や、 民有地におけ

る緑化を 推進する。  

・ 周辺環境に配慮し た屋外広告物の意匠や色彩への誘導を図る。  

●歩行者空間の安全性と 快適性の向上 

・ 歩いて楽し い歩行者空間づく り と なるよう 、 道路整備や沿道景観の向上を図る。  

●沿道の眺望点と なる視点場づく り  

・ 市街地や道路沿線の公園や緑地の整備などにより 見晴ら し を味わう 眺望点を 確保する。  

 

海岸沿いの自然環境 ハンタ 道から の眺望 国道３ ２ ９ 号沿いの屋外広告物 



中城村景観計画 

27 



中城村景観計画 

28 

 

 

③拠点（ 点的要素）  

ⅰ. 景観上重要な交差点 

●村の玄関口にふさ わし い景観整備 

・ 村の玄関口にあたる拠点と し て、 建築物や工作物の意匠や壁面の色彩、 さ ら に屋外広告

物等についてのルールづく り を行う 。  

●沿道の土地利用に対する誘導 

・ 建築物等の立地にあたっ ては、 周辺景観と 調和し た壁面の色彩や形態等に関するルール

づく り を 行う 。  

 

ⅱ. 自然的景観拠点 

●吉の浦公園及び周辺の公園・ 緑地の活用 

・ 市街地や道路沿線の公園や緑地の整備などにより 山並みや見晴ら し を 味わう 眺望点を確

保する。  

●眺望景観の保全・ 活用 

・ 河川・ 道路の結節点、 ゴルフ 場周辺など、 見晴ら し の良い地点を景観拠点と し て位置づ

けを明確にする。  

・ 眺望を 楽し める場と し て整備し 、 案内板やサイ ン等の設置により 保全に対する意識啓発

を図る。  

●イ ベント や環境学習などへの活用 

・ 地域の拠点と なる場と し て情報発信を図り 、イ ベント の開催など、村民が集う 場づく り 、

自然環境などを学ぶ場と し て活用する。  

 

ⅲ. 歴史と 文化の景観拠点 

●中城の歴史・ 文化を 感じ ら れる景観資源の保全・ 活用 

・ 歴史・ 文化資源の保全に努め、 その情報発信などにより 活用を図る。  

●「 村民遺産」 と し ての景観まちづく り の推進 

・ 村内の歴史・ 文化資源を「 村民遺産」 と し て位置付け、 周辺の建築物や工作物に関し て

も 景観配慮を行う こ と により 良好な景観まちづく り を推進する。  

 

ⅳ. 眺望景観拠点 

●ダイ ナミ ッ ク な眺望を感じ ら れる視点場の保全 

・ 中城城跡から の眺望や、 平坦部から 城跡への眺望、 アガイ ティ ーダ橋から の眺望など、

主要な視点場の保全や整備を図る。  

 

西原町から 村への入口部 歴史・ 文化資源の保全 アガイ ティ ーダ橋から の眺望 
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